
～学校薬剤師として 

先生や保護者を啓発する～ 

学特別支援学校で 

薬剤師法の第１条に「薬剤師は、 調剤、 医薬品の供給その他薬事衛生をつかさど

ることによって、 公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を

確保するものとする」と書かれています。薬剤師の業務は調剤だけではなく、今回

取り上げている学校薬剤師として、学校生活を送る児童生徒に最適な環境につい

てアドバイスしたり、衛生管理をしたりすることもあります。               

私も学校薬剤師として担当する学校があり、私の場合は特別支援学校（肢体不自

由者）の学校薬剤師をしています。通常の業務として、水道水の検査・空気の検査

や給食室の検査を行っています。 

児童たちは肢体不自由ですので、多くが薬を服用しており、

昼食後に服用する場合も多々あります。医療的なケアを必要

としている児童も多く、看護師が配置されています。 

そのような環境下での業務ですので、養護の先生（看護師）か

ら、いろいろな薬の相談を受け、回答していくこともよくあり

ます。 

「学校保健委員会」に参加する機会がありました。薬をテーマ

に挙げていただき、事前に養護教諭が薬への疑問について教

員と保護者にアンケートを実施し、私はその回答をパワーポイ

ントにまとめ（コラム参照）、参加された方たちと情報を共有し

ました。 

この学校の児童数は約１００人（小学生）で、６割の児童が何ら

かの薬剤を服用しています。教員の質問は、薬剤を服用する

際にどうしたら溶かせるのか、どこまで服薬支援をしたらい

いのか、医療法に抵触しないのかなど具体的な質問が多く、

保護者からは、どうしたら薬剤を飲んでもらえるのかなど、日

ごろの苦労がアンケートに表れていました。 

小児の薬剤は主にお母さんが服薬を担っています。お母さん

方は服用しやすい方策を一生懸命考え、いろいろなアイデアやテクニックを駆使し

ていました。 
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薬剤師には当たり前でも 

そのうえで、どうしたらもっとより良く適切で安全な服用ができるのかを質問され

ます。私なりの回答をお伝えしました。 

簡易懸濁法＊ で溶けないものはどうしたらよいか。薬の苦い味をマスクするため

のいろいろなアイデアがあるが、注意点は。混ぜてはいけないものはあるか。など

に対し、薬剤師の視点でお話をさせていただきました。 

今回の件で、薬剤師にとって当たり前であることが、服用を支援するお母さんたち

にとっては当たり前でないことに驚きました。薬剤の特性を生かした服薬方法や、

その特性ゆえにやってはいけないことなど、まだまだ伝えられていないことがたく

さんあることも実感しました。 



日々の業務を通して、安全に正しく服薬していただけるよう啓発していくことが大

事です。丁寧に伝えていこうと考えています。 

 

＊簡易懸濁法錠剤やカプセル剤を55℃ほどの温湯に入れてつぶし︑経管投与する手法︒ 

 

 

 

 

 

 

本論文は、メディカ出版「医療と介護 Next」に掲載されたものです。 

そのため、一部の内容に執筆当時の情報がございます。 


